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　市食材まつり実行委員会では、消

費者の皆さんに市内で生産された農

産物を使ったおいしい料理を味わっ

ていただきながら、意見交換などを

通して生産者との交流を深める「登

米市の食材まつり」を行います。

　豊富なメニューを用意してお待ち

していますので、ぜひご来場くださ

い。

【日時】　９月１３日（土）午前１０時～

　登米市の食材まつり

【日時】　９月１０日（水）午後６時～

【場所】　ホテルサンシャイン佐沼

【内容】　講演会

　 ▼演題＝原油価格高騰と日本の石

　油価格・需要動向について

　 ▼講師＝苛日本エネルギー経済研

　究所石油センター　遠藤孝人さん

【参加費】　無料

【募集人員】　１００人

【申込方法】　電話

【申込期限】　９月８日（月）

【申し込み・問い合わせ】

　登米法人会　青年部

　緯 0220（22）6617

　第20回　ユートリエ展

　市内の３０～８０代の１５人がメンバー

となり活動している絵画クラブ

「ユートリエ」の油絵展を開催します。

【日時】　１０月１２日（日）・１３日（祝）

　午前９時～午後５時

　※１３日は午後４時まで

【場所】　中田生涯学習センター

【内容】　油絵約４０点の展示

【問い合わせ】

　絵画クラブ「ユートリエ」

　会長：佐藤啓子

　緯 080（5221）5223（携帯）

　１０月から１２月までの仙台・宮城デ

スティネーションキャンペーンや三

陸縦貫自動車道（仮称）登米インター

チェンジの開設に向けて、登米市へ

お越しになるお客さんを暖かく迎え

るため、市民のおもてなしの心の向

上を目的としたセミナーを開催しま

す。

【日時】　９月１８日（木）

　午後１時３０分～３時３０分

【場所】　とよま観光物産センター

　「遠山之里」研修ホール

【対象者】　市内の観光・商工・農林

　漁業従事者など観光に興味のある

　人ならどなたでも参加できます。

【内容】　講演会

　 ▼演題＝発想の転換による観光産

　業の活性化

　 ▼講師＝観光カリスマ工藤事務所

　代表　工藤順一さん

　「ようこそ登米」
　おもてなしセミナー
　参加者募集

【場所】　ホテルニューグランヴィア

【内容】　

　ホテル料理長による米粉を使っ

　た体験料理講習

　新鮮な食材による昼食

　柴田三兄妹による津軽三味線ラ

　イブ

【その他】　ひとめぼれ１茜のお土産

　が付きます（2,000円チケットの

　み）

【料金】　中学生以上2,000円

　小学生1,000円

【チケット販売・問い合わせ】

　市食材まつり実行委員会

　（産業経済部農林政策課〔市役所中

　田庁舎２階〕内）　

　緯 0220（34）2716
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【募集人員】　１００人

【参加費】　無料

【申込方法】　電話

【申込期限】　９月１０日（水）

【申し込み・問い合わせ】

　県東部地方振興事務所

　登米地域事務所　地方振興部

　緯 0220（22）6123

　全国一斉「子どもの人権
　110番」強化週間

　仙台法務局と県人権擁護委員連合

会では、全国一斉「子どもの人権１１０

番」強化週間を実施します。

　相談は無料で、秘密は固く守られ

ます。予約は不要です。

【日時】

　 ▼９月８日（月）～１２日（金）

　午前８時３０分～午後７時

　 ▼９月１３日（土）・１４日（日）

　午前１０時～午後５時

【相談内容】　いじめ、体罰、虐待な

　ど子どもをめぐるさまざまな人権

　問題について

【相談員】

　人権擁護委員、法務局職員

【相談電話番号】　※フリーダイヤル

　緯 0120（007）110

【問い合わせ】

　仙台法務局　登米支局

　緯 0220（52）2070

　白鳥スマイルキッズデー
　参加者募集

　親子で体験保育ができます。

　また、専任保育士が育児相談にも

応じます。

【日時】　９月１２日（金）

　午前９時３０分～１１時

【場所】　白鳥保育園（南方町）

【対象者】　１歳～就学前の児童

【内容】　運動会ごっこ

【申込方法】　電話

【申し込み・問い合わせ】

　白鳥保育園

　緯 0220（58）2681

　※随時、受け付けています。

　「経営研修会」参加者募集
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【問い合わせ】　市民生活部国保年金課　　緯 0220（58）2166

　　　　　　　古川社会保険事務所国民年金業務課　緯 0229（23）1203

国民年金の保険料が一部免除された人国民年金の保険料が一部免除された人へへ

　国民年金保険料の免除制度には全額免除のほか、４分の３、半額、４分の

１の免除があります。全額免除を優先して希望していた場合でも、前年の所

得（本人及び配偶者、世帯主）によって一部免除になることがあります。

　一部免除は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が

免除となる制度です。

　一部保険料を納付しなかった場合は、その期間は未納と同じ扱いとなるた

め、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮

の事態が生じた場合に、年金を受け取ることができなくなる場合があります。

一部免除になった人には、減額になった納付書が送付されますので、未納に

ならないよう納付期限に気を付けて納付しましょう。

◆一部が免除されたときの保険料額（平成２０年度１カ月あたり）

◆納める割合以上に、年金額に有利に反映します

　全額納付したときを「１」とすると、一部免除は

3,600円４分の３免除（４分の１納付）

7,210円半額免除（半額納付）

10,810円４分の１免除（４分の３納付）

６分の３４分の１を納付

で計算されます。６分の４して半額を納付保険料の

６分の５４分の３を納付

　迫養護学校
　第13回学校公開

【日時】　９月１７日（水）

　午前９時１５分～正午

【場所】　県立迫養護学校

【内容】

　全体会（迫養の教育についての

　説明など）

　授業公開：小学部＝遊びの指導、

　中学部＝音楽、高等部＝生活単元

　学習

　※教育相談の受け付けもします。

【申し込み】　電話、ファクシミリ

　※資料などの準備の都合上、でき

　るだけ事前に申し込みをしてくだ

　さい。

　※ファクシミリの場合は、所属

　（通学・勤務している学校名など）・

　氏名を記入の上、学校公開参加希

　望と明記してください。

【申込期限】　９月１０日（水）

【問い合わせ】

　県立迫養護学校

　緯 0220（22）9484

　胃 0220（22）7628
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軽油引取税の免税申請について

　農家の皆さんが農業用に使用する軽油には、32.1円／渥の軽油引取

税が課税されていますが、農業用機械などの動力源に使用する場合、

申請手続きを行うことで免税となる制度があります。ぜひご活用くだ

さい。

　※例：1,000渥購入する場合は、３万2,100円の効果があります。

　産業経済部農林政策課（市役所中田庁舎２階）では、免税申請の相

談に乗るほか、申請書類の書き方など、手続きの支援を行っています。

【対象となる農業用機械】

　トラクター、コンバイン、収穫用脱穀機など

【持参するもの】

　印鑑、耕作証明書、農作業受委託契約書の写し、農機具の所有証明

【申請書提出先】

　登米県税事務所（県登米合同庁舎２階）　

【問い合わせ】

　産業経済部農林政策課　経営支援係

　緯 0220（34）2716

　健康保険、国民年金など社会保

険全般について相談に応じます。

【９月の開設日】　９月１７日（水）

【時間】　午前９時１０分～正午、

　午後１時～３時３０分

【場所】　迫公民館

【問い合わせ】

　古川社会保険事務所

　緯 0229（23）1203

社会保険相談所開設


